
１、入院基本料について
当院では、以下の届出を行っております

Ⅰ．『精神病棟入院基本料（１５対１入院基本料）』

日勤帯   　　８：１５　～　１７：００ 看護職員１人当たり受け持ち数は、  ８人以内です。

準夜帯 　　１７：００　～　  ０：１５ 看護職員１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

深夜帯 　  　０：１５　～  　８：１５ 看護職員１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

看護補助者１人当たりの受け持ち数は、１日当り１０名以内です。

Ⅱ.『精神科急性期治療病棟入院料１』

日勤帯   　　８：１５　～　１７：００ 看護職員１人当たり受け持ち数は、  7人以内です。

準夜帯 　　１７：００　～　  ０：１５ 看護職員１人当たり受け持ち数は、 ２２人以内です。

深夜帯 　  　０：１５　～  　８：１５ 看護職員１人当たり受け持ち数は、 ２２人以内です。

看護補助者１人当たりの受け持ち数は、１日当り ９名以内です。

Ⅲ．『認知症治療病棟入院料１』

看護職員１人当たり受け持ち数は、 １２人以内です。

看護補助者の１人当たり受持ち数は、１０人以内です。

準夜帯 　　１７：００　～　  ０：１５ 看護職員・看護補助者１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

深夜帯 　  　０：１５　～  　８：１５ 看護職員・看護補助者１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

看護補助者１人当たりの受け持ち数は、１日当り ８名以内です。

Ⅱ．『精神療養病棟入院料』

日勤帯   　　８：１５　～　１７：００ 看護要員１人当たり受け持ち数は、  ８人以内です。

準夜帯 　　１７：００　～　  ０：１５ 看護要員１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

深夜帯 　  　０：１５　～  　８：１５ 看護要員１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

当該病棟において、看護職員（看護師・准看護師）及び看護補助者の最小必要数の５割以上が看護職員です。

当該病棟において、看護職員（看護師・准看護師）の最小必要数の２割以上が看護師です。

Ⅱ．『精神療養病棟入院料』

日勤帯   　　８：１５　～　１７：００ 看護要員１人当たり受け持ち数は、  ８人以内です。

準夜帯 　　１７：００　～　  ０：１５ 看護要員１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

深夜帯 　  　０：１５　～  　８：１５ 看護要員１人当たり受け持ち数は、 ３０人以内です。

当該病棟において、看護職員（看護師・准看護師）及び看護補助者の最小必要数の５割以上が看護職員です。

当該病棟において、看護職員（看護師・准看護師）の最小必要数の２割以上が看護師です。

２、入院診療計画 ・ 院内感染防止対策　・医療安全管理体制 ・ 褥瘡対策・

栄養管理・意思決定支援及び身体的拘束について

３、入院食事療養について

４、基本診療料・特掲診療料の施設基準等　に係る届出について
当院では、次のとおり施設基準等に係る届出を行っております。

厚生労働大臣の定める掲示事項

　Ｂ２病棟は、１５対１入院基本料と看護補助加算（５０対１）のを算定しています。従って、この病棟（６０床）では１日に１２人以上の
看護職員（看護師・准看護師）と ４人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　　Ｂ３病棟は、精神科急性期治療病棟入院料を算定しています。従って、この病棟（４４床）では１日に 11人以上の看護職員
（看護師・准看護師）と ５人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　Ａ３病棟は、精神療養病棟入院料を算定しています。従って、この病棟（６０床）では１日に１２人以上の看護要員（看護師・准
看護師・看護補助者）が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

　Ａ２病棟は、認知症病棟入院料１を算定しています。従って、この病棟（６０床）では１日に９人以上の看護職員（看護師・准看
護師）と８人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

日勤帯 　　８：１５　～　１７：００

  当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、７日以内に文書により
お渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決
定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしております。

  当院では、入院食事療養（Ⅰ）を算定すべき食事療養の基準に係る届出を行っております。入院時食事療養に関する特別管
理による食事の提供を行っており、療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に、適時適温にて提供しております。（１８：００
以降提供）また、あらかじめ定められた日に、患者さんに対して提示する複数のメニューから、お好みの食事を選択できる『選択
メニュー』を実施しております。これによる患者さんの特別な自己負担はありません。

　Ａ４病棟は、精神療養病棟入院料を算定しています。従って、この病棟（６０床）では１日に１２人以上の看護要員（看護師・准
看護師・看護補助者）が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
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基本診療料
精神病棟入院基本料 （精神入院）第２０３号

精神科急性期治療病棟入院料１ （精急１）第４６号

精神療養病棟入院料 （精療）第３号

認知症治療病棟入院料１ （認治１）第１２号　

看護配置加算 （看配）第２０３号

看護補助加算２ （看補）第２０３号

療養環境加算（Ｂ２・Ｂ３病棟） （療）第１０８号

救急医療管理加算 （救急医療）第２０６号

後発医薬品使用体制加算1 （後発使1）第８３２８号

情報通信機器を用いた診療に係る基準 （情報通信）第１７３号

医療DX推進体制整備加算 （医療DX）第1128号

診療録管理体制加算３ （診療録３）第４９７号

データ提出加算 （データ提）第４２４号

特掲診療料等
薬剤管理指導料 （薬）第４１号

医療保護入院等診療料 （医療保護）第２７号

精神科作業療法 （精）第１７号

重度認知症患者デイ・ケア料 （認デ）第１９号

精神科ショート・ケア（大規模なもの） （ショ大）第６６号

精神科デイ・ケア（大規模なもの） （デ大）第９８号

精神科デイ・ナイト・ケア （デナ大）第３９号

ＣＴ撮影 及び ＭＲＩ撮影 （Ｃ・Ｍ）第８４４号

運動器リハビリテーション料（Ⅲ） （運Ⅲ）第378号

認知症患者リハビリテーション料 （認リハ）第６号

酸素加算 （酸単）第１４７１３９号

抗精神病特定薬剤治療指導管理料 （抗治療）第２２号
（治療抵抗性統合失調症治療指導管理料）

精神科在宅患者支援管理料 （精在宅援）第１１号

こころの連携指導料（Ⅱ） （こ連指Ⅱ）第１６号

療養生活継続支援加算 （療活継）第２８号

外来・在宅ベースアップ評価料（1） （外在ベⅠ）第670号

入院ベースアップ評価料20 （入ベ20）第6号

食事
入院食事療法・入院時生活療養（Ⅰ） （食）第173号

基本診療料・特掲診療料の施設基準等に係る届出一覧
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